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陳情第 15 号 変動型入札制度の最低制限価格を近隣他市と同程度への変更が実現するよう求める

陳情 

 

資料2 本市における変動型最低制限価格の算定方法 

 

変動型最低制限価格の算定方法について 

この制度は、実際の入札価格に基づいて算出した額を最低制限価格に設定し、市場に

おいて変動する実勢価格を入札制度に反映することによって、公正な競争を阻害するお

それのある過度に低価な入札を排除するとともに自由な競争の促進を図り、もって競争

入札の適正化と契約の内容に適合した履行の確保を目的としています。 

☆算定方法 

 算定対象の入札数が４以上のとき 

 算定対象の入札のうち、入札金額の一番低い金額の札（同額の札が複数ある場合は

その一つ）を除いた全ての算定対象の入札について、その平均額（その金額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を求め、その数に１００分の８５を乗じ

て得た額（その金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をそ

の入札における最低制限価格とします。 

 

 算定対象の入札数が３以下のとき 

 予定価格に契約規則で定める最低制限価格の範囲で最も低い率（75/100）を乗じて得

た額（その金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）とします。 

 ※ 「算定対象の入札」とは、現行の試行実施要領第３条（算定対象の入札）に規定さ

れているものをいいます。 

【算定例】 予定価格：10,000,000 円の場合 

１ A 社 7,000,000 円 

２ B 社 8,000,000 円 

３ C 社 9,000,000 円 

４ D 社 9,990,000 円 

５ E 社 10,000,000 円 

６ Ｆ社 11,000,000 円 

 

○ Ｆ社は予定価格超過のため算定対象から除く 

○ Ａ社は一番低い金額であるため算定対象から除く 

○ Ａ社と F 社を除いた入札額の平均額を算出する。 

○ Ｂ社＋Ｃ社＋Ｄ社＋Ｅ社＝36,990,000 円（合計額） 

○ 合計額÷4 者＝9,247,500 円（平均額） 

○ 平均額の 100 分の 85＝7,860,375 円（変動型最低制限価格） 

○ 落札者はＢ社となる。 

予定価格超過 

平均額を算出 

平均額の算定から除外 


